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一

　
本
書
は
、
二
〇
一
一
年
に
東
京
大
学
へ
提
出
し
た
博
士
論
文
「
日

本
中
世
初
期
の
文
書
機
能
と
訴
訟
の
研
究
」が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

既
発
表
の
諸
論
文
に
一
部
新
稿
を
加
え
た
形
で
、
再
構
成
さ
れ
た
論

文
集
で
あ
る
。
ま
ず
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お

き
た
い
。

二

序
章
　
本
書
の
課
題
と
視
点

第
一
部
　
文
書
機
能
論
と
文
書
史
　
―
　
古
代
文
書
か
ら
中
世
文
書
へ

第
一
章
　
牒
と
御
教
書
　
―
　
文
書
の
機
能
論
的
系
譜
　

第
二
章
　
院
庁
下
文
と
国
司
庁
宣
　
―
　
文
書
史
と
政
治
史

第
一
部
　
小
括

第
二
部
　
院
政
期
訴
訟
と
文
書
機
能
論
　
―
　
権
門
裁
判

第
三
章
　
院
政
期
の
挙
状
と
権
門
裁
判
　
―
　
権
門
の
口
入
と
文
書

　
　
　
　
の
流
れ

第
四
章
　
権
門
裁
判
に
お
け
る｢

裁
許
状｣

の
機
能
　
―
　
去
文
と

　
　
　
　
安
堵
状

第
二
部
　
小
括

第
三
部
　
院
政
期
訴
訟
か
ら
鎌
倉
幕
府
訴
訟
へ
　
―
　
裁
許
の
位
相 

第
五
章
　
勘
状
と
裁
許
　
―
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
歴
史
的
位
置

第
六
章
　
鎌
倉
幕
府
の
起
請
文
と
裁
許
　
―
　
神
仏
と
理
非
　

第
三
部
　
小
括

終
章
　
ま
と
め
と
展
望

　
序
章
で
は
、
本
書
の
課
題
と
視
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
ず
、

文
書
機
能
論
を
「
定
点
」
と
す
る
こ
と
で
「
定
点
」
と
総
合
を
失
っ

た
古
文
書
学
を
め
ぐ
る
諸
研
究
を
、
体
系
化
し
て
い
く
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
従
来
の
法
制
史
的
な
研
究
は
、
様
式
と
機
能

と
の
連
関
に
注
目
す
る
様
式
論
的
機
能
論
か
ら
、
訴
訟
制
度
の
姿
を

読
み
取
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
様
式
論
的
機
能
論
と
は
異
な

る
研
究
方
法
を
用
い
、
様
式
と
機
能
の
ズ
レ
に
注
目
し
て
、
国
家
像

な
り
社
会
像
に
つ
い
て
考
え
直
す
こ
と
を
志
す
。
最
初
に
、
三
つ
の

課
題
を
設
定
し
た
。
①
文
書
の
機
能
論
的
研
究
と
い
う
手
法
を
用
い

書
　
評

　

佐
藤
雄
基 
著

『
日
本
中
世
初
期
の
文
書
と
訴
訟
』

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

朝
比
奈
　
新
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る
。
ま
ず
、
様
式
と
機
能
の
ズ
レ
に
特
徴
が
あ
る
中
世
文
書
を
、
利

用
す
る
人
の
動
き
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
訴
訟
と
紛
争
解
決
の
構

造
と
特
質
を
解
明
す
る
。
②
上
位
権
力
の
裁
判
と
当
事
者
間
の
紛
争

解
決
と
を
、
連
関
さ
せ
る
視
点
を
持
つ
。
そ
し
て
、
文
書
機
能
論
を

通
じ
て
、
権
門
裁
判
を
中
心
と
し
て
中
世
の
裁
許
者
の
当
事
者
的
性

格
を
論
ず
る
。
③
武
家
法
・
幕
府
法
を
中
心
に
構
想
さ
れ
て
き
た
日

本
法
制
史
の
見
直
し
を
行
う
。
武
家
法
発
達
史
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ

た
従
来
の
鎌
倉
幕
府
研
究
を
、
院
政
期
を
中
心
と
し
て
論
ず
る
。
そ

し
て
、鎌
倉
幕
府
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
本
書
で
は
、
文
書
機
能
論
・
訴
訟
研
究
の
観
点
に
基
づ

い
た
古
代
・
中
世
の
移
行
期
の
研
究
を
、
三
部
構
成
で
展
開
す
る
。

　
第
一
章
で
は
、
牒
と
御
教
書
と
の
系
譜
的
関
係
を
探
り
、
古
代

～
中
世
文
書
へ
の
展
開
を
論
じ
た
。
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
牒
は
、

一
一
世
紀
以
降
の
奉
書
・
御
教
書
と
同
じ
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
奉

書
様
式
を
と
る
文
書
は
牒
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
奈
良
期
に
は
様

式
が
一
定
し
な
か
っ
た
。
延
暦
二
三
年
の
格
に
よ
り
、
家
牒
の
文
書

様
式
は
「
三
位
以
上
」
と
い
う
基
準
を
設
け
ら
れ
、
中
世
の
奉
書
・

御
教
書
の
認
識
の
淵
源
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
一
方
、
文
書
の
機
能

を
反
映
し
た
形
で
、
奉
書
様
式
で
は
な
く
と
も
「
御
教
書
」「
院
宣
」

と
呼
称
さ
れ
た
用
例
も
存
在
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
文
書
の
機
能

や
、
同
時
代
の
認
識
を
考
え
る
際
に
は
、
そ
の
様
式
論
的
定
義
よ
り

も
、「
御
教
書
」
と
い
う
呼
称
に
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と

指
摘
す
る
。
古
代
文
書
の
個
人
の
牒
は
、
残
存
史
料
の
下
限
が
お
よ

そ
九
世
紀
後
半
で
あ
る
。
一
方
、
院
宮
王
臣
家
の
下
達
文
書
と
し
て

の
告
書
の
初
見
は
九
世
紀
中
葉
、
御
教
書
も
一
〇
世
紀
中
葉
に
ま
で

し
か
遡
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
前
半

に
か
け
て
、
牒
か
ら
御
教
書
へ
転
換
し
た
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、

中
世
文
書
の
文
書
体
系
の
始
ま
り
を
九
世
紀
に
求
め
た
。

　
第
二
章
で
は
、
一
一
～
一
二
世
紀
に
お
け
る
国
司
庁
宣
と
の
関
係

を
中
心
に
し
た
院
庁
下
文
の
機
能
を
、
三
類
型
に
分
け
る
こ
と
で
、

院
権
力
の
初
段
階
を
検
討
し
て
い
る
。
Ａ
型
は
、
院
庁
下
文
を
施
行

す
る
た
め
に
国
司
庁
宣
が
発
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
在
庁

官
人
宛
の
院
庁
下
文
は
、
一
〇
世
紀
の
国
衙
宛
「
家
牒
」
系
譜
の
文

書
で
あ
る
院
庁
牒
の
機
能
を
引
き
継
い
で
い
る
。
院
政
期
の
院
権
力

が
国
衙
を
組
み
込
ん
で
、
立
荘
な
ど
諸
国
支
配
を
勧
め
た
こ
と
を
反

映
し
て
い
る
。
Ｂ
型
は
、
国
司
庁
宣
の
施
行
を
在
庁
官
人
等
に
命
ず

る
形
式
の
院
庁
下
文
で
あ
る
。
院
権
力
に
よ
る
国
司
庁
宣
発
給
過
程

へ
の
関
与
は
、
鳥
羽
院
政
期
に
は
明
確
に
院
宣
を
用
い
る
。
後
白
河

院
政
期
に
は
、訴
訟
当
事
者
か
ら
院
宣
に
よ
る
国
司
庁
宣
を
獲
得
後
、

さ
ら
に
「
国
司
庁
宣
の
安
堵
状
と
し
て
の
院
庁
下
文
」
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
保
元
新
制
に
お
い
て
前
代
の
院
庁
下
文
が
荘
園
領

有
の
公
験
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
国
司
庁
宣
よ
り
院
庁
下
文

が
実
際
の
公
験
と
し
て
残
さ
れ
る
。
Ｃ
型
は
、
国
司
庁
宣
と
は
無
関

係
に
発
給
さ
れ
る
院
庁
下
文
で
あ
る
。
後
白
河
院
政
期
に
は
、
堺
相
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論
の
裁
定
な
ど
国
土
高
権
に
関
わ
る
機
能
を
、
太
政
官
裁
判
に
代

わ
っ
て
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
内
乱
期
、
武
士
狼
藉
の
停
止
を
命
ず

る
院
庁
下
文
が
発
給
さ
れ
る
が
、
鎌
倉
幕
府
権
力
の
諸
国
国
衙
在
庁

進
退
権
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
発
給
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
在

庁
官
人
宛
の
院
庁
下
文
に
注
目
す
る
と
、
Ｂ
型
、
Ｃ
型
の
手
続
き
の

も
の
が
保
元
の
乱
後
、
登
場
し
、
と
も
に
院
権
力
の
諸
国
支
配
に
関

わ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
院
政
期
の
権
門
裁
判
に
つ
い
て
、
訴
訟
当
事
者
の

観
点
か
ら
、
訴
人
以
外
の
発
給
文
書
で
あ
る
挙
状
の
機
能
論
的
分
析

を
通
し
て
実
態
に
迫
っ
た
。
院
政
期
に
は
、
本
所
裁
判
権
を
有
さ
な

い
よ
う
な
問
題
で
も
、
沙
汰
を
寄
せ
ら
れ
た
権
門
の
挙
状
が
発
給
さ

れ
る
。
実
際
に
在
地
の
訴
状
を
受
け
て
、
ま
ず
挙
状
を
発
給
す
る
の

は
、
中
・
下
貴
族
で
あ
る
預
所
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
彼
等
は
階
層
的
に

は
、
権
門
に
つ
ら
な
っ
て
都
鄙
間
を
結
び
、
在
地
の
相
論
に
口
入
し

た
存
在
で
あ
る
。
実
際
の
仲
介
者
・
口
入
人
で
あ
る
「
預
所
の
挙
状
」

を
媒
介
に
、
下
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
本
所
の
権
威
を
仰
ぐ
か
た

ち
で
、「
本
所
の
挙
状
」
は
選
択
的
に
求
め
ら
れ
た
。
鳥
羽
院
政
期

末
期
～
後
白
河
院
政
期
に
は
権
門
の
口
入
に
よ
り
、
在
地
の
紛
争
が

む
し
ろ
激
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
預
所
な
ど
中
間
的
な
ク
ラ

ス
か
ら
在
地
の
寄
沙
汰
を
自
制
・
抑
制
す
る
成
文
法
制
定
の
動
き
が

お
き
、
そ
れ
は
本
願
起
請
の
か
た
ち
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
う
し

た
本
所
の
「
御
起
請
」
を
預
所
や
大
衆
が
奉
ず
る
と
い
う
か
た
ち
で
、

鳥
羽
院
政
期
・
後
白
河
院
政
期
に
本
所
法
は
生
成
す
る
。
こ
の
よ
う

な
本
所
法
の
中
か
ら
鎌
倉
幕
府
法
に
結
実
す
る
高
度
な
訴
訟
法
が
生

ま
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
権
門
裁
判
に
お
け
る
裁
許
状
の
機
能
を
、
紛
争
解

決
に
み
ら
れ
る
当
事
者
的
性
格
に
注
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
紛
争
解
決
に
お
い
て
、
去
文
・
安
堵
状
の
機
能
を
果
た
し
て

い
た
文
書
も
、
様
式
上
は
、
裁
許
状
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
一

見
し
て
裁
許
状
に
み
え
る
様
式
の
文
書
で
あ
っ
て
も
、
機
能
に
注
目

す
れ
ば
、
去
文
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
様
式
と
機
能
の

ズ
レ
に
注
目
す
る
と
、
本
所
・
権
門
は
第
三
者
な
ど
で
は
な
く
、
当

事
者
的
性
格
を
も
っ
て
、
裁
許
者
と
し
て
引
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
ず
、
本
所
・
本
主
（
権
門
）
が
論
人
の
権
益
を
放
棄

す
る
去
文
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
裁
許
状
が
あ
る
。
相
論
相
手
の
権

威
を
主
張
す
る
上
位
権
力
か
ら
、
去
文
と
し
て
の
下
文
を
得
る
こ
と

が
、
当
事
者
間
交
渉
に
お
い
て
重
要
な
切
り
札
と
な
っ
て
い
た
。
逆

に
、
本
所
・
本
主
（
権
門
）
が
自
分
の
関
係
者
の
権
利
を
保
護
す
る

安
堵
状
と
し
て
の
機
能
を
持
つ「
裁
許
状
」も
あ
っ
た
。す
な
わ
ち「
権

門
裁
判
」
と
は
、
自
身
の
権
益
の
擁
護
な
い
し
放
棄
と
し
て
把
握
で

き
、
権
門
の
判
断
を
示
す
「
裁
許
状
」
は
、
去
文
あ
る
い
は
安
堵
状

と
し
て
機
能
す
る
。
政
所
下
文
成
立
以
前
の
一
〇
世
紀
の
告
書
も
ま

た
、
一
一
世
紀
の
政
所
下
文
と
同
様
、
去
文
や
安
堵
状
と
し
て
の
機

能
を
果
た
し
て
い
た
。
権
門
・
本
所
の
裁
許
は
、
第
三
者
で
は
な
く
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当
事
者
的
な
性
格
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
去
文
・
安
堵
状
と
い
う
機
能

を
果
た
し
、紛
争
解
決
に
お
い
て
有
効
に
機
能
す
る
と
結
論
付
け
た
。

　
第
五
章
で
は
、
院
政
期
以
来
の
明
法
勘
文
・
記
録
所
勘
状
の
機
能

を
検
討
す
る
こ
と
で
、
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
明
法
勘
文
は
、
訴
訟
当
事
者
に
客
観
的
な
判
断
を
供
給

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
事
者
に
よ
っ
て
保
管
・
利
用
さ
れ
る
と

い
う
点
で
は
、
裁
許
状
の
機
能
に
似
て
い
る
。
裁
許
状
と
比
較
す
る

と
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
合
意
形
成
・
紛
争
解
決
に
組
み
込
ま
れ
、

両
当
事
者
の
主
張
を
踏
ま
え
た
理
非
判
断
に
関
わ
る
文
書
と
し
て
、

裁
許
状
と
補
完
的
に
機
能
し
て
い
た
。
裁
許
状
の
方
は
上
位
権
力
の

判
断
を
示
す
文
書
と
い
う
、
本
来
の
性
格
が
顕
著
で
あ
り
、
理
非
判

断
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
安
堵
状
に
近
い
性
格
す
ら
も
つ
。
一
方
、

院
政
期
の
記
録
所
勘
状
も
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
に
見
せ
ら
れ
、
交
渉
・

合
意
形
成
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
裁
許
と
理
非
判
断
と
が
相
互
に
自

立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
が
鎌
倉
前
期
に
は
審
理
段
階
で
の
訴
訟
当
事

者
に
よ
る
介
入
が
続
き
、
し
ば
し
ば
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
下
、
鎌
倉
前
期
の
幕
府
で
も
、
公
家
政
権
の
記
録
所
勘

状
を
モ
デ
ル
と
し
た
問
注
所
勘
状
が
、
当
事
者
主
義
的
に
利
用
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
嘉
禄
元
年
の
評
定
衆
設
置
後
は
勘
状
引
用
型
の

裁
許
状
は
姿
を
消
し
、
勘
状
の
機
能
を
文
面
に
吸
収
し
た
典
型
的
な

鎌
倉
幕
府
裁
許
状
が
成
立
し
た
。
勘
状
と
裁
許
状
は
事
実
上
一
体
化

し
て
、勘
状
の
作
成
・
利
用
に
当
事
者
の
関
与
す
る
余
地
は
な
く
な
っ

た
。
こ
う
し
た
幕
府
の
訴
訟
改
革
の
影
響
が
、
九
条
道
家
期
・
後
嵯

峨
院
政
期
の
公
家
訴
訟
に
及
ぶ
と
、
鎌
倉
中
・
後
期
に
は
幕
府
を
モ

デ
ル
と
し
て
、
公
家
訴
訟
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
六
章
で
は
、
鎌
倉
幕
府
訴
訟
で
利
用
さ
れ
た
起
請
文
の
機
能
を

検
討
し
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
へ
の
展
開
に
、
一
定
の
見
通
し
を
示

し
た
。
院
政
期
の
起
請
文
利
用
は
、
本
所
法
の
世
界
に
お
い
て
生
ま

れ
た
。
し
か
し
、
本
所
裁
判
自
体
に
で
は
な
く
、
荘
園
領
主
と
在
地

と
の
結
節
点
に
位
置
す
る
預
所
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
利
用
で
あ
っ
た
。
鎌

倉
幕
府
は
、
院
政
期
の
本
所
法
か
ら
多
く
を
継
承
す
る
形
で
起
請
文

を
利
用
し
て
い
く
。
一
二
三
〇
年
代
に
は
、
相
論
の
立
証
手
続
き
に

起
請
文
を
組
み
込
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
は
、
当
事
者
間
の
個
別
事
情

と
衡
平
感
覚
を
、
無
視
し
え
な
い
執
権
政
治
期
の
幕
府
訴
訟
の
特
質

が
あ
っ
た
。
一
二
五
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
訴
訟
当
事
者
の
起
請

文
に
代
わ
り
、証
人
や
使
節
が
証
言
に
偽
り
が
な
い
こ
と
を
誓
う「
起

請
之
詞
」
を
、
付
し
た
請
文
の
提
出
が
定
式
化
す
る
。
そ
れ
ら
も
史

料
上
「
起
請
文
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
参
籠
起
請
と
証
人
申

状
は
、
院
政
期
に
萌
芽
的
な
も
の
を
見
い
だ
せ
る
。
幕
府
の
影
響
に

よ
っ
て
、
鎌
倉
後
期
に
は
、
公
家
政
権
に
お
け
る
起
請
文
の
利
用
が

本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
但
し
、
使
庁
で
は
、
南
北
朝
期
ま
で
起
請
文

を
忌
避
す
る
公
家
法
や
庁
例
の
独
自
の
法
理
は
、
残
っ
て
い
っ
た
と

指
摘
す
る
。

　
終
章
で
は
、
ま
と
め
と
展
望
を
示
さ
れ
た
。
①
古
代
文
書
か
ら
中
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世
文
書
へ
の
展
開
は
、
九
世
紀
後
半
～
一
〇
世
紀
に
最
初
の
転
換
が

見
出
さ
れ
、
一
一
世
紀
に
は
新
た
な
変
化
が
起
こ
る
。
権
門
が
用
い

る
文
書
が
、
国
衙
に
対
し
て
は
牒
か
ら
御
教
書
、
郡
司
刀
禰
以
下
の

在
地
に
対
し
て
は
、
告
書
か
ら
下
文
へ
と
変
化
し
た
と
述
べ
る
。
②

権
門
裁
判
に
つ
い
て
は
、
淵
源
が
九
世
紀
に
遡
り
、
院
政
期
に
は
、

裁
許
と
施
行
な
い
し
当
事
者
間
交
渉
、あ
る
い
は
理
非
判
断
（
勘
状
）

と
裁
許
と
が
分
化
し
、
独
自
の
動
き
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
二

世
紀
後
半
以
降
は
荘
園
制
の
安
定
化
に
伴
っ
て
、
院
政
期
の
権
門
裁

判
が
原
型
と
な
り
本
所
裁
判
が
確
立
す
る
。
院
政
期
の
権
門
が
発
給

し
て
い
た
政
所
下
文
は
、
実
際
に
は
国
郡
へ
の
働
き
か
け
（
挙
状
）、

権
門
自
身
の
権
利
放
棄
（
去
文
）・
権
利
擁
護
（
安
堵
状
）
の
た
め

の
文
書
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
権
門
自
ら
が
様
々
な

《
縁
》
に
よ
っ
て
訴
訟
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
、
一
方
当
事
者
の
主
人

と
し
て
の
立
場
で
裁
許
を
行
う
様
相
を
捉
え
て
、《
裁
許
者
自
身
の

当
事
者
的
性
格
》
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
③
鎌
倉
幕
府
訴
訟
の
位

置
に
つ
い
て
は
、
一
二
世
紀
中
葉
以
降
、
本
所
の
法
圏
を
こ
え
た
口

入
や
寄
沙
汰
を
禁
ず
る
本
所
法
が
「
起
請
」
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
、

《
縁
》
に
よ
っ
て
作
用
す
る
権
門
裁
判
を
制
限
す
る
動
き
が
起
こ
っ

た
。
幕
府
法
は
、
院
政
期
の
公
家
法
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
一
本

所
と
し
て
の
性
格
か
ら
本
所
法
の
影
響
を
う
け
た
た
め
、
公
家
法
と

は
異
な
る
独
自
の
裁
許
の
論
理
を
生
み
出
し
た
。
逆
に
鎌
倉
中
期
以

降
は
幕
府
の
影
響
が
公
家
政
権
に
及
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
最
後
に
。
東
南
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
非
西
欧
諸
社
会
と
の
比

較
史
と
、
鎌
倉
後
期
や
中
世
後
期
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
を
、

今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
し
た
。

三

　
以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
本
書
の
成
果
を
述
べ
る
と
す
る
。
第

一
に
、
従
来
の
様
式
論
・
様
式
論
的
機
能
論
に
対
し
て
、
文
書
を
機

能
論
で
捉
え
る
手
法
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
様
式
論
古

文
書
学
の
方
法
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
牒
と
御
教
書
と
い
う

異
な
る
様
式
の
文
書
同
士
に
共
通
す
る
機
能
と
い
う
観
点
や
、
院
庁

下
文
や
家
牒
・
院
宣
な
ど
の
関
連
性
に
注
目
し
、
文
書
の
様
式
と
機

能
、
時
期
的
変
化
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
す
べ
き

点
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
裁
判
を
捉
え
る
際
、《
上
か
ら
》
の
視
点
よ
り
も
、
訴

訟
当
事
者
で
あ
る
《
下
か
ら
》
の
視
点
を
重
視
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

院
政
期
の
紛
争
解
決
に
お
け
る
権
門
裁
判
の
役
割
は
、
当
事
者
の
求

め
に
応
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
関
係
機
関
に
口
利
き
を
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

政
所
下
文
は
、
紛
争
当
事
者
の
権
利
を
破
棄
す
る
「
去
文
」
や
、
権

利
保
護
を
目
的
と
す
る
「
安
堵
状
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
在
地
社
会
側
か
ら
み
る
こ
と
に
よ
り
、
院
政
期
の
紛
争

解
決
に
お
い
て
、
上
位
権
力
が
裁
判
で
果
た
し
て
い
た
機
能
を
、
捉
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え
る
見
通
し
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
第
三
と
し
て
は
、
武
家
発
達
史
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
鎌
倉
幕
府

訴
訟
を
、
院
政
期
の
社
会
か
ら
注
目
し
、
捉
え
直
し
た
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。
裁
判
に
お
け
る
勘
文
と
起
請
文
に
つ
い
て
は
、
院
政
期
以
来

利
用
さ
れ
、
鎌
倉
幕
府
訴
訟
と
の
関
連
に
お
い
て
、
発
達
し
た
文
書

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
理
非
と
起
請
を
中
心
と
す
る
武
家
法
に

よ
る
裁
許
が
、
公
家
法
と
は
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
院
政
期

の
本
所
法
か
ら
の
影
響
で
あ
っ
た
、
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
重
要
な
成
果
を
確
認
し
つ
つ
も
、
今
後
の
議
論
の

深
化
が
望
ま
れ
る
論
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
一
点
目
は
、著
者
は
、

在
地
社
会
に
お
け
る
紛
争
の
原
因
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
位
相
を
想

定
し
て
い
た
の
か
。
紛
争
の
原
因
の
一
つ
に
山
野
の
開
発
が
あ
げ
ら

れ
る
が
、
在
地
で
生
活
す
る
人
々
と
、
本
所
・
権
門
と
の
間
に
、
領

域
認
識
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
山
野
利
用
一
つ
と
っ
て
も
、
領
主
は
立
木
、
在
地
は
下
草
と
い

う
棲
み
分
け
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
伐
木
や
、
田
畠
開
発
に
よ
っ
て
も
、

在
地
と
本
所
・
権
門
と
の
間
で
は
、
利
害
関
係
の
生
じ
る
領
域
は
異

な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
そ
れ
が
、
在
地
に
お
け
る
《
縁
》
の
選
定

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
、
気
に
な
る
点
で
は
あ
る
。

　
二
点
目
は
、
中
世
を
通
し
て
、
本
所
・
権
門
裁
判
の
位
置
付
け
を
、

如
何
に
荘
園
制
の
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
捉
え
て
い
く
の
か
。
中
世

荘
園
制
社
会
は
、一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
成
立
し
、

鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
に
再
編
成
さ
れ
、
一
五
世
紀
末
か
ら
解
体
し
て

い
く
と
い
う
理
解
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
、

荘
園
制
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
、
鎌
倉
末
期
以
降
に
つ
い
て
の
言
及

は
み
ら
れ
な
い
。
今
後
、
著
者
の
本
所
・
権
門
裁
判
に
関
す
る
研
究

成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
如
何
に
中
世
後
期
社
会
に
繋
げ
て

い
く
の
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
中
世
全
体
を
通
し
て
考
察
し
て

い
く
こ
と
で
、
荘
園
制
な
ら
び
に
本
所
・
権
門
の
存
在
を
考
え
る
糸

口
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
中
世
後
期
の
権
門
裁
判
の
事
例
で
考
え
て
み
る
と
、
近
江
国
菅
浦

は
大
浦
と
の
堺
相
論
に
お
い
て
、
領
主
―
領
民
関
係
だ
け
に
よ
ら
な

い
、
複
数
の
縁
を
頼
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
菅
浦
・
大
浦

と
も
に
、
訴
訟
先
は
、
領
主
日
野
裏
松
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
菅
浦

は
、
も
う
一
つ
の
領
主
山
門
檀
那
院
に
合
力
を
頼
み
、
代
理
訴
訟
人

に
な
っ
て
も
ら
う
寄
沙
汰
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
内
蔵
寮
供
御
人

身
分
と
し
て
の
縁
を
頼
り
、
内
蔵
寮
頭
の
山
科
家
を
通
じ
、
幕
府
奉

行
人
へ
働
き
か
け
た
。
一
方
、
大
浦
側
も
将
軍
の
小
姓
で
あ
っ
た
相

国
寺
常
徳
院
の
縁
を
頼
っ
て
い
る
。
紛
争
解
決
に
お
け
る
訴
訟
に
つ

い
て
、
在
地
は
、
様
々
な
権
門
と
の
縁
を
活
用
す
る
。
こ
れ
は
、
中

世
後
期
、
在
地
で
の
紛
争
解
決
の
際
の
訴
訟
の
た
め
に
、
本
所
・
権

門
は
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
紛
争
が
頻
発
す
る
中
世

社
会
で
は
、
自
力
救
済
の
論
理
に
よ
り
、
人
的
・
物
的
損
失
を
最
小
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限
に
抑
え
る
た
め
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
中
世
後
期

に
入
る
と
、
村
落
間
紛
争
が
秩
序
を
逸
脱
し
た
こ
と
に
よ
り
、
統
一

政
権
の
規
制
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
独
自
の
紛

争
解
決
の
た
め
の
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
中
世
社
会
の
中
で
、
権
門

裁
判
を
位
置
付
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
著

者
が
、
本
書
の
中
で
提
示
し
た
《
下
か
ら
の
視
点
》
に
よ
る
権
門
裁

判
の
機
能
を
、
中
世
後
期
に
対
応
さ
せ
て
分
析
を
加
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

四

以
上
、
評
者
の
力
量
不
足
か
ら
、
著
者
の
意
図
と
は
全
く
異
な

る
形
の
指
摘
に
終
始
し
た
こ
と
を
、
深
く
お
詫
び
す
る
。
本
書
の
内

容
は
、
中
世
初
期
の
文
書
史
や
訴
訟
研
究
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

古
文
書
学
と
歴
史
学
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果

た
す
も
の
と
考
え
る
。
著
者
は
、
本
書
刊
行
と
並
行
し
て
、
イ
ェ
ー

ル
大
学
図
書
館
所
蔵
朝
河
貫
一
文
書
な
ど
の
資
料
を
用
い
て
、
朝
河

貫
一
の
再
検
討
を
中
心
に
、
史
学
史
の
分
野
で
大
き
な
成
果
を
上
げ

て
い
る
（
１
）

。
今
後
、
日
本
中
世
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
文
書
学
・

法
制
史
・
史
学
史
と
い
っ
た
学
際
的
な
方
法
論
が
、
展
開
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
刊
、
Ａ
５
判 

、
三
一
二
頁
、

定
価
五
〇
〇
〇
円
（
税
別
））

註（
１
）
佐
藤
雄
基
「
朝
河
貫
一
と
比
較
封
建
制
論
　
序
説
―
個
人
資
料
に

基
づ
く
史
学
史
研
究
の
試
み
―
」（『
歴
史
評
論
』
七
三
二
、二
〇
一
一

年
）。（

本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）


